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第１章 経営戦略の策定にあたって 

１ 経営戦略策定の趣旨 

農業集落排水事業は、事業創設以来、農村から排出されるし尿や生活雑排水などの汚水を処理す

る施設を整備し、農村の生活環境を改善するとともに、農村をとりまく水環境の保全や農作物生産条

件の改善を図り、生産性の高い農業の実現と活力ある農村社会の形成に資することを目的に整備が

進められてきました。 

しかしながら、農業集落排水事業を含む下水道事業を取り巻く環境は、近年大きく変化してきました。

人口減少等により使用料収入の減少や、施設の老朽化に伴う更新需要の増大、物価高騰による更新

費用の増加など、年々厳しさを増しています。そのため、経営環境が厳しさを増す中にあっても、サービ

スの提供を安定的に継続できるように、中長期的な視点に立った経営を行い、徹底した効率化、経営

健全化に取り組むことが必要になります。 

総務省においても、令和４（２０２２）年１月に「経営戦略策定・改定マニュアル」を再改定し、①今後の

人口減少等を加味した料金収入の的確な反映、②施設の老朽化を踏まえた、将来における更新費用

の的確な反映、③物価上昇等による上昇傾向にある維持管理費、委託費、動力費等の的確な反映、④

上記内容を反映した上での必要となる経営改革（料金改定、民間活用及び効率化ほか）、以上４つの

視点から実効性のある経営戦略の改定を求めています。 

蘭越町（以下、「本町」という）では、平成３０（２０１８）年３月に「蘭越町農業集落排水事業経営戦略」

を策定し、経営の健全化に取り組んでいるところです。今回改定する「蘭越町農業集落排水事業経営

戦略」は、経営環境の変化に適切に対応し、計画的な施設の更新、徹底した効率化と経営の健全化へ

の一層の取組を推進することにより、町民生活に重要な下水道サービスを将来にわたり持続的・安定

的に提供していくための指針として策定するものです。 

 

 

２ 計画期間 

令和８（２０２６）年度～令和１７（２０３５）年度（１０年間） 
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３ 計画の位置付け 

本町農業集落排水事業の主な施策は、最上位計画である「第６次蘭越町総合計画」に基づいて

おり、本経営戦略は、総合計画に掲げる本町の将来都市像を実現するための経営計画として位置

付けています。 

なお、本経営戦略においても、他の最新の施策・計画等との整合を図ります。 
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第２章 蘭越町農業集落排水事業の現状 

１ 農業集落排水の役割 

農業集落排水事業は、農業振興上の観点から農業振興地域を対象として、農業におけるし尿、

生活雑排水などの汚水等を処理する施設の整備により、農業用用排水の水質保全、農業用用排

水施設の機能維持又は農村生活環境の改善を図り、あわせて公共用水域の水質保全に寄与する

ことを目的としています。 

また、処理水の農業用水への再利用や汚泥の農地還元を行うことにより、農業の特質を生かし

た環境への負荷の少ない循環型社会の構築に貢献しています。 

農業集落排水の具体的な役割は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：農林水産省ウェブサイト（https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_nouson/syuhai/） 

 

   

農業用用排水の水質保全 

農業用用排水施設の機能維持 

農村生活環境の改善 

公共用水域の水質保全 

循環型社会の構築 
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２ 下水道事業の類型 

我が国の汚水処理施設は、大きく「下水道法」に基づく汚水処理施設と、「浄化槽法」に基づく汚水処

理施設に区分されます。 

下水道法に基づく汚水処理施設には「公共下水道」、「流域下水道」及び「都市下水路」があり、国土

交通省が所管しています。一方、下水道法以外の汚水処理施設として、「農業集落排水施設」及び「漁

業集落排水施設」（農林水産省所管）、並びに「合併処理浄化槽」（環境省所管）などがあります。 

農業集落排水施設は、農業振興地域の農業集落における生活排水の適正処理と地域環境の保全を

目的とした施設であり、浄化槽法に基づき整備・運営されるものです。地域特性や処理区域内人口等

に応じて、事業認可の方法や整備形態が異なる場合があります。 

以下に雨水・汚水処理施設の体系及び処理方式の概念図を示します。 

なお、本町では、下図の農業集落排水事業と合併浄化槽処理を実施しています。 

 

 

このうち、本経営戦略においては、「農業集落排水事業」について、現状の分析及び将来の予測を       

算出し、今後の取り組みについて明記します。  
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３ 蘭越町農業集落排水事業の概要 

（１） 事業の概要 

本町の農業集落排水事業は、１９９０年代～２０００年代初頭にかけて蘭越地区、蘭越東地区、昆布地

区で整備されました。蘭越地区は平成５（１９９３）年から、蘭越東地区は平成７（１９９５）年から、昆布地

区は平成１５（２００３）年から供用開始となっており、現在はいずれも整備が完了しています。今後は３

地区を含む全町的視点での維持管理や施設の更新が求められており、効率的な施設運用と財政負担

の最適化が課題となっています。また、目名、名駒、港地区については、人口の減少や高齢化などを考

慮し、浄化槽設置事業を進めています。 

普及状況は令和６（２０２４）年度現在、処理区域内人口は約２，５０９人、水洗化人口は約２，４３６人、

水洗化率は９７．０９％となっています。水洗化率に関しては高い割合を保っているため、今後も維持を

図る必要があります。 

本戦略の対象となる事業は「蘭越町農業集落排水事業」で、概要は以下のとおりです。 

 

事業／項目 農業集落排水事業 

建設開始 平成元（１９８９）年７月１７日 

供用開始 平成５（１９９３）年６月１日 

法適・非適用区分 
法適用（一部適用） 

※２０２２（令和４）年度から 

処理区域内人口密度 １８．１８人／ｈａ 

流域下水道等への接続の有無 なし 

処理場数／処理区数 ３箇所／３処理区 

広域化・共同化・最適化実施状況 

平成１６（２００４）年度より昆布地区については、蘭越町

昆布町とニセコ町（西富地区）の二つの行政区域を処

理区域として運営しています。また、処理区域外につい

ては、合併浄化槽を推進しています。 

※処理区域内人口密度は令和６（２０２４）年度地方公営企業決算状況調査に基づく算出です。 

※「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。 

※「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくも

のを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一

部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。 

※「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会

的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴

わない。）を指す。 
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（２） 使用料体系の状況 

本町の農業集落排水の使用料体系は、使用水量に応じた従量制とその増加に伴って単価を高くす

る累進制をとる体系となっています。また、使用量検針の当月末が納期となります。 

 

■使用料体系                                               （税抜き） 

一般家庭用使用料体系の概要・考え方 

（一般家庭用） 

基本使用料 １０㎥まで：１，４０４円 

超過使用料 １㎥につき： １４０円 

業務用使用料体系の概要・考え方 

（営業用） 

基本使用料 ２０㎥まで：２，２６８円 

超過使用料 １㎥につき： １４０円 

その他の使用料体系の概要・考え方 

（団体用） 

基本使用料 ２０㎥まで：２，７００円 

超過使用料 １㎥につき： １４０円 

 

 

■過去３か年における条例上の使用料推移（税込み）及び実質的な使用料推移（税抜き） 

使用料の推移 条例上の使用料 実質的な使用料 

令和４（２０２２）年度 ２，８０４円 ２，８９２円 

令和５（２０２３）年度 ２，８０４円 ２，９７２円 

令和６（２０２４）年度 ２，８０４円 ３，００３円 

※条例上の使⽤料：条例に定められた単価で算出した一般家庭における２０㎥当たりの使⽤料  

※実質的な使⽤料：使用料単価（使用料収入の合計を有収水量の合計で除した値）に２０㎥を乗じたもの 
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（３） 組織の状況 

現在、本町における上下水道事業は建設課で管掌しており、組織としては、そのうちの上下水道工事

係と上下水道事務係で構成されています。職員数は令和７（２０２５）年４月１日時点で３名が在籍してお

り、そのうち農業集落排水事業を担当している職員は１名です。職員数内訳は以下のとおりです。 

◼️職員数の推移 

 

 

（４） 施設の現況 

施設の現況については以下の通りです。 

令和６（２０２４）年度末時点における管渠布設延長は２７．０㎞であり、同年度末時点で法定耐用年

数を超える管はなく、老朽化率は０％です。それに伴い、改良、改善に至った管もないことから、管渠改

善率も０％となっています。しかし、今後の加速度的な老朽化に備え、ストックマネジメントの観点から

の維持更新計画の強化が重要です。 

汚水処理について、令和６（２０２４）年度の1日あたりの平均処理水量は６３７㎥で、施設利用率は約

５７．１３％にとどまっています。施設利用については６０％未満で推移していますが、最大稼働率が１０

０％を超えることもあり、一時的な排水処理能力の不足も考えられます。需要と供給を加味した、将来

的な処理負荷の変動に備えた運転管理が求められています。 

  ◼️管渠の状況 

 

  ◼️処理場・ポンプ場の状況  
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（６） 民間活力の活用等 

❶民間委託 

（包括的民間委託を含む） 

・処理施設維持管理業務、自家用電気工作物保安業務、管路清掃

等を民間業者に委託しています。 

❷指定管理者制度 該当なし 

❸ＰＰＰ／ＰＦＩ 該当なし 

 

 

（７） 資産活用の状況 

❶エネルギー利用 

（下水熱・下水汚泥・発電等） 
該当なし 

❷土地・施設等利用 

（未利用土地・施設の活用等） 
未利用土地・施設等はありません。 
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４ 経営状況分析 

（１） 財務分析（収支等の経年分析） 

令和２（２０２０）年度および令和６（２０２４）年度の過去５か年の実績における経常的な活動の収支を

示す収益的収支、投資や企業債の発行及び償還を示した資本的収支の他、企業債残高の推移及び収

益の基礎となる処理区域内人口の推移を分析しました。 

 

■決算推移 

※令和４（２０２２）年度までは消費税分割り戻して算定しています。  
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各事業における分析ポイントは、以下のとおりです。 

【営業収益のうち使用料収入】 

本町においては、令和４（２０２２）年度に一時的な減少が見られましたが、それ以外の年度におい

ては概ね横ばいで推移しています。なお、この令和４（２０２２）年度の減少は、地方公営企業法適用

化に際し打ち切り決算を行ったことによるものです。 

なお、打ち切り決算とは、法非適用時には、４月以降も請求に対する入金を算入する「出納整理期

間」を設けて決算を行っていましたが、公営企業法適用時には、毎年度４月から３月で決算を行うこ

とになります。この法適用への切り替えのタイミングで４月以降の使用料収入が次年度で算入するこ

とになるため、単年で見た場合に使用料が減少します。 

また、行政人口や処理区域内人口が増減しつつも、全体としては減少傾向であることに対して、令

和２（２０２０）年度から令和６（２０２４）年度の期間は有収水量が増加傾向です。これにより一人当た

りの使用水量は増加しているものと考えられます。ただし、今後も人口減少が続けば、有収水量も減

少に転じる恐れがあり、そのまま使用料収入も減少する可能性があります。 

 

【営業費用】 

動力費…令和４（２０２２）年度には全国的にも大きな電気料金の改定があり、費用が上昇していま

す。また、令和５（２０２３）年度には、国の電気料金緩和措置が影響し減少しています。 

修繕費・委託費等費用…物価上昇や人件費の高騰等の外部要因により、年度ごとの増減はありま

すが、全体としては増加傾向にあります。 

減価償却費…令和５（２０２３）年度より地方公営企業法適用化に伴い費用が発生しています。 

 

【資本的収入及び支出】 

投資については、改築・改良にかかる費用の増加により、令和４（２０２２）年度の建設改良費が

大きく上昇しています。これはポンプ場の改築・更新費の増加によるものです。また、企業債償還

金については、毎年度順当に償還が進んでいます。 

財源については、国・県補助金を活用し、残りを繰入金と企業債で賄っています。なお、企業債

については資本費平準化債の活用も行い、償還および起債について平準化を行っています。 

 

【企業債元金残高】 

上記のとおり、企業債は借入がありますが、償還は順当に進んでいることから、企業債残高につ

いては減少傾向にあります。 
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（２） 有収水量の推移 

使用料収入に影響を与える有収水量を平成２７（２０１５）年度から令和６（２０２４）年度までの過去１０

年間で分析します。 

有収水量とは、処理した汚水のうち、使用料徴収の対象となる水量をいいます。 

有収率は、処理した汚水のうち、使用料徴収の対象となる有収水量の割合を示します。有収率が高

いほど使用料徴収の対象とすることができない不明水が少なく、効率的であることを示します。 

 

■有収水量／有収率の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【有収水量の推移】 

有収水量は平成２８（２０１６）年度をピークとして、平成２９（２０１７）年度以降大きく減少しました。

その後は、令和６（２０２４）年度にかけて増減しながら増加傾向にあります。一方で有収率も増減は

ありますが全体としては微増傾向なため、総処理水量も同程度以上に低下していることが分かりま

す。また、有収率は７７％から８７％の間で推移していることから、約２割前後が不明水であると考え

られます。 

全体の処理費用に対して約８０％程度の使用料収入しか得られていない場合、収入に対して処理

費が過大となる可能性もあり、かつ、不明水の混入には、管の老朽化やひび割れ、マンホール蓋から

の雨水の流入などが考えられるため、適切に管の状況を確認し更新対応を行う必要があります。 
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（３） 経営比較分析表による現状分析 

経営比較分析表は、総務省が推進する「見える化」の一環として、経営指標の経年比較や他（類似団

体平均）公営企業との比較等を行い、現状や課題等を的確に把握するとともに、経営状況をわかりや

すく説明するため、策定し公表するものです。 

本戦略においては、経営比較分析表の各経営指標について分析します。 

なお、現在公表済みの経営比較分析表においては、令和５（２０２３）年度が最新となっています。 

また、本町は令和５（２０２３）年度より法適用となり、指標が変更となりました。 

そのため、他団体との比較および本町の数値については、令和５（２０２３）年度のみを使用し、分析し

ます。 

 

■令和５（２０２３）年度 北海道内各町村の指標一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■経営指標を用いた比較分析 

本経営戦略では、各経営指標を分析し、評価を行っていきます。 

評価については、次の３段階とします。 

 

〇・・・現状では課題は特に見当たらない。 

△・・・現状では悪化していないが、今後課題となりうる。 

×・・・現状で悪化しているため、改善への取組を進める必要がある。 

  



13 

 

① 経常収支比率（％）  評価：〇  

 

指標内容 

法適用企業に用いる経常収支比率は、当該年度において、使用料収入や一般会計か

らの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表

す指標である。当該指標は、単年度の収支が黒字であることを示す１００％以上となって

いることが必要である。数値が１００％未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示

しているため、経営改善に向けた取組が必要である。 

算式 経常収益÷経常費用×１００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント 

現時点では１００％を上回っている。このまま現状維持ができるように、人口減少や物

価高を視野に運営を行うことが必要となる。 

 

② 累積欠損金比率（％）  評価：〇  

 

指標内容 

営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰越利

益剰余金等でも補塡することができず、複数年度にわたって累積した欠損金のこと）の

状況を表す指標である。当該指標は、累積欠損金が発生していないことを示す０％であ

ることが求められる。数値が０％より高い場合は、経営の健全性に課題があるといえる。

経年の状況も踏まえながら０％となるよう経営改善を図っていく必要がある。 

算式 当年度未処理欠損金÷（営業収益–受託工事収益）×１００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント 

現年度については欠損金の発生はみられていない。今後も使用料収入や維持管理費

の増減についても注意しながら経営を行う必要がある。 
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③ 流動比率（％）  評価：×  

 

指標内容 

短期的な債務に対する支払能力を表す指標である。当該指標は、１年以内に支払うべき

債務に対して支払うことができる現金等がある状況を示す１００％以上であることが必要で

ある。一般的に１００％を下回るということは、１年以内に現金化できる資産で、１年以内に

支払わなければならない負債を賄えておらず、支払能力を高めるための経営改善を図っ

ていく必要がある。 

算式 流動資産÷流動負債×１００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント 平均値よりは低い数値であり、かつ１００％も下回っていることから、支払い能力が確保さ

れていない状態にある。収入の増加と支出の抑制を図る必要がある。 

 

④ 企業債残高対事業規模比率（％） 評価：〇 

 

指標内容 

料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標である。

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられる。従って、経年比較や類似団

体との比較等により自団体の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となっている

か、対外的に説明できることが求められる。 

算式 （企業債残高−一般会計負担額）÷（営業収益−受託工事収益−雨水処理負担金） 

×１００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント 類似団体平均値より低い数値で推移しており、事業規模は他団体との比較により適正

であると言える。また、企業債発行額が償還額の範囲内であるため、企業債残高は減少し

年々比率は改善している。 
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⑤ 経費回収率（％） 評価：× 

 

指標内容 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、使用

料水準等を評価することが可能である。当該指標は、使用料で回収すべき経費を全て使用

料で賄えている状況を示す１００％以上であることが必要である。数値が１００％を下回って

いる場合、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入により賄われていることを意味するた

め、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要である。 

算式 下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分を除く）×１００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント 

現年度は動力費、修繕費等の増加による汚水処理費の増加により平均値を下回った。汚水

処理費を使用料収入で賄えておらず、町からの繰入金に依存している状態である。そのため、

早急な使用料体系の見直しが必要となる。 

 

⑥汚水処理原価（円） 評価：× 

 

指標内容 

有収水量１㎥あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両方

を含めた汚水処理に係るコストを表した指標である。当該指標については、明確な数値基準

はないと考えられる。従って、経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている

状況を把握し、効率的な汚水処理が実施されているか分析し、適切な数値となっているか、

対外的に説明できることが求められる。また、必要に応じて、投資の効率化や維持管理費の

削減、接続率の向上による有収水量を増加させる取組といった経営改善が必要である。 

算式 汚水処理費（公費負担分を除く）÷年間有収水量×１００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント 

汚水処理原価は類似団体平均より高い数値となっている。これは、法適用に伴い減価償却費

の発生があり、汚水処理費のうち、資本費が計上されたことによるものである。また、当該年度は

不足を繰入金で賄っているが、今後は接続率の向上による有収水量の増加や維持管理費の削減

率等必要な経営改善に努める必要がある。 
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【参考】 

ここでは、汚水処理原価と合わせて原価計算を行います。下水道料金等の公共料金に関する原価

計算とは、すべての費用を「総括原価」として使用料収入と対比させ、使用料体系の水準決定の参考値

とするものです。算定は、通常の汚水処理費に加え、償却資産の更新需要を加味した将来の想定され

る更新費から当該長期前受金等を控除した分を資産維持費として加算し、使用料を決める総括原価

主義に基づく方法で行います。 

総務省から示された様式により現状の原価を算出したところ、原価（費用）に対する収益（使用料）が

２９．７４％となっており、１００％を下回っています。つまり、原価に対し、使用料収入が満たないことを示

していることが分かります。なお、資産維持費については、すでに原価に対して使用料収入が不足して

いることから、令和６（２０２４）年度決算数値では加味しないものとします。 

■原価計算表（令和６（２０２４）年度） 
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⑦施設利用率（％） 評価：△ 

 

指標内容 

施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合であり、施

設の利用状況や適正規模を判断する指標である。当該指標については、明確な数値基準は

ないと考えられるが、一般的には高数値であることが望まれる。経年比較や類似団体との比

較等により自団体の置かれている状況を把握し、数値が低い場合には、施設が遊休状態で

はないか、過大なスペックとなっていないかといった分析が必要である。 

算式 晴天時一日平均処理水量÷晴天時現在処理能力×１００ 

 

 

 

 

 

 

 

コメント 平均値より高い数値であり、施設は比較的有効に利用されている。しかし、今後は人口減

少が見込まれるため、施設の最適化を踏まえた経営が必要となる。 

 

⑧水洗化率（％） 評価：〇  

 

指標内容 

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合を

表した指標である。当該指標については、公共用水域の水質保全や、使用料収入の増加等

の観点から１００％となっていることが望ましい。一般的に数値が１００％未満である場合に

は、汚水処理が適切に行われておらず、水質保全の観点から問題が生じる可能性があるこ

とや、使用料収入を図るため、水洗化率向上の取組が必要である。 

算式 現在水洗便所設置済人口÷現在処理区域内人口×１００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント １００％を下回っているが、類似団体平均より高い数値で推移している。引き続き水洗化率

維持に向けた取り組みを行う必要がある。 
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⑨有形固定資産減価償却率（％） 評価：△ 

 

指標内容 

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、

資産の老朽化度合を示している。当該指標については、明確な数値基準はないと考えられ

る。従って、経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている状況を把握・分析

し、適切な数値となっているか、対外的に説明できることが求められる。一般的には、数値が

１００％に近いほど、保有資産が法定耐用年数に近づいていることを示しており、将来の施設

の改築（更新・長寿命化）等の必要性を推測することができる。 

算式 有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産うち償却対象資産帳簿価格  

×１００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント 平均値よりも高い数値で推移している。今後の年数経過で指標の増加が見込まれることか

ら、施設の更新・長寿命化など、計画的に事業を実施する必要がある。 

 

⑩管渠老朽化率（％） 評価：〇 

 

指標内容 

法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標で、管渠の老朽化度合を示してい

る。当該指標は、明確な数値基準はないと考えられる。従って、経年比較や類似団体との比

較等により自団体の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となっているか、対外的

に説明できることが求められる。一般的には、数値が高い場合には法定耐用年数を経過し

た管渠を多く保有しており、管渠の改築等の必要性を推測することができる。 

算式 法定耐用年数を経過した管渠延長÷下水道布設延長×１００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント 管渠の建設開始は平成元（１９８９）年以降であり、基準年の令和６（２０２４）年度で３５年し

か経過していないため、法定耐用年数を超えた更新対象の管渠はない。今後も適正な維持管

理に努めていく。 
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⑪管渠改善率（％） 評価：〇 

 

指標内容 

当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新ペースや状況を把握

できる。当該指標については、明確な数値基準はないと考えられるが、数値が１％の場合、

すべての管路を更新するのに１００年かかる更新ペースであることが把握できる。経年比較

や類似団体との比較等により自団体の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となっ

ているか、対外的に説明できることが求められる。 

算式 改善（更新・改良・維持）管渠延長÷下水道布設延長×１００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント 管渠老朽化率同様、管渠の建設開始は平成元（１９８９）年以降であり、基準年の令和６（２０

２４）年度で３５年しか経過していないため、法定耐用年数を超えた更新対象の管渠はない。

今後も適正な維持管理に努めていく。 

【参考】 

各指標の組み合わせによる分析の考え方（総務省「経営比較分析表」の策定及び公表要領（平成２７

年１１月３０日）より） 

指標 分析の考え方 

１．経営の健全性・効率性 

① 経常収支比率 

② 累積欠損金比率 

累積欠損金比率は０％で推移しており、経常収支比率も１００％を超えている

が、一般会計からの繰入金に依存した経営状況であることから、使用料収入の

確保に努め、経営改善を図る必要がある。 

⑤ 経費回収率 

⑥ 汚水処理原価 

汚水処理原価が平均より高く、経費回収率が１００％を大きく下回っているた

め、収入面と費用面いずれも改善していく必要がある。 

２．老朽化の状況 

⑩ 管渠老朽化率 

⑪ 管渠改善率 

管渠老朽化率と管渠改善率については０％で推移しており、特段改善点はな

い。 

１．経営の健全性・効率性及び ２．老朽化の状況 

① 経常収支比率 

⑨ 有形固定資産 

減価償却率 

有形固定資産減価償却率は類似団体平均値より高いが、経常収支比率は１

００％を上回るため、進行している施設の老朽化の更新投資を経常収益で賄え

ている状態である。しかしながら、一般会計からの繰入金に依存した経営状況

であることから、使用料収入の確保に努める必要がある。 
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（４） 経営状況分析から見える本町の特徴 

第２章 ４経営状況分析 における（１）〜（３）までの検証結果をまとめると次のとおりです。 

 

❶指標について：経費回収率の改善が必要 

○原因と今後の対策 

経常収支比率としては１００％を超えており、収支は黒字化しています。しかし、その他指標より、繰

入金への依存と、汚水処理費に対して適切な使用料収入で賄うことができていないことがわかるため、

今後は経費削減の取り組みや使用料の見直しを行う必要があります。また、今後、設備の老朽化に伴

う更新等が控えていることを踏まえると、早急な対応が必要になります。 

 

❷費用について：費用は増加傾向、今後の物価高対策が必要 

○原因と今後の対策 

経常費用は増減をしながら推移するものの、職員給与費や動力費、委託料など、各種物価上昇

による影響を受け、全体的に増加傾向です。 

近年の状況を踏まえ、物価上昇の影響は引き続きあるものと想定した上で、更なる費用の効率

化を進めることが必要です。 

 

❸収入について：使用料収入は微増も、今後の人口減少対策が必要 

○原因と今後の対策 

本町では、処理区域内および水洗化人口の人口は微減していますが、有収水量の微増により使

用料収入も微増の傾向がみられます。 

しかし、今後、処理区域内の人口減少の進行と、新規接続及び水洗化率が一定数に達すること

で、使用料収入が減少することが予想されます。そのまま汚水処理量に対する使用料収入の割合

も減少すると予測され、各種指標の低下につながる恐れがあることから、収益の確保は必要となり

ます。 

また、独立採算制の観点からも、使用料収入・基準外繰入金の見直しも必要になってきます。  
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第３章 今後の見通しと課題 

１ 有収水量及び使用料収入の予測 

（１） 人口の予測 

経営戦略の改定に際し、処理区域内人口及び水洗化人口について推計しました。 

 

■人口予測のための条件と将来予測 

●行政区域内人口及び処理区域内人口 

行政区域内人口は１０年で５００人ほど減少する見込みとなります。処理区域内人口は行政区域内

人口より減少幅が大きく、１０年で２５０人ほど減少する見込みです。 

 

●水洗化人口 

水洗化人口は現在と同程度の約９７％の水洗化率（水洗便所設置済人口／処理区域内人口）で

推移した場合に、同じく２５０人ほど減少する見込みです。 

 

 行政区域内人口と同程度の減少が見込まれるため、水洗化率の維持を行う必要があると考えられ

ます。 

  

   ■人口の推移          （単位：人） 

  

    

        

    

        

     

        

     

        

     

        

     

        

     

        

     

        

     

        

     

        

                                                      

   域                                                     

水                                                      
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（２） 有収水量と使用料収入の予測 

前述の人口予測を踏まえ、また、過年度の実績から一人当たり処理水量等を設定し、年間有収水量

を推計しました。 

■有収水量と使用料収入の予測のための前提条件 

●年間有収水量 

年間有収水量（㎥）＝１人当たりの有収水量×水洗便所設置済人口 

直近の有収水量及び水洗便所設置済人口より、１人当たりの有収水量を算定し、推計を３か年平均に

基づき算出しています。 

●使用料収入 

 処理区域内人口及び有収水量の予測に基づき、直近令和６（２０２４）年度の使用料単価を維持し推

移した場合の使用料収入について試算を行いました。結果は減少傾向で推移する見込みです。 

 

■有収水量と使用料収入の予測   
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２ 施設の見通し 

（１） 処理場の見通し 

処理場については、もっとも古いもので蘭越地区農業集落排水施設が供用開始から基準年の令和

６（２０２４）末時点で３３年経過しています。更新については、令和２（２０２０）年策定の「蘭越町農業集

落排水施設最適整備構想」に沿って、適宜更新を進めているところです。財源確保に努めるとともに、

施設・設備の状況を確認しながら計画的な更新に努め、施設の長寿命化を図る必要があります。 

また、処理区域内人口は今後も減少傾向にあることから、処理能力に余剰が出ることが想定されま

す。ＩＣＴの活用や省エネルギー機器の導入など、処理能力の効率化に向けた対策についても検討して

いく必要があります。その他、他自治体では、処理区域の再編や浄化槽への切り替えなどの手法も進

められていることから、今後の人口減少等を踏まえた施設整備のあり方についても検討していく必要

があります。 

各施設における経過年数は以下のとおりです。 

■各処理場の概要（経過年数は令和６（２０２４）年度が基準年） 

 

（２） 管渠の見通し 

総延長２７㎞のうち、法定耐用年数５０年を経過する管渠はないため、現段階における更新需要は低

いと考えています。直近での更新の必要はありませんが、定期的な点検を行い、管渠の健全性を保つ

ことが必要です。 

 

 

３ 組織の予測 

現在も最小人数で運営を行っていることから、今後も現状の組織で事業運営を行うことを基本とし、

現在の職員数を維持します。また、職員が退職、人事異動等によって変わった場合でも、技術の継承が

確実に行えるよう、各種研修等の充実を図ります。なお、将来における経営環境の変化に伴い、最も効

率的かつ効果的な組織運営を行い、さらに、投資事業に係る事務量が増加することが想定される場合、

配置人数の増員等により対応を図る必要があります。  
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４ 予測を踏まえた現状の課題 

第２章での現状分析と第３章での今後の予測から課題を整理すると次のとおりとなります。 

 

①使用料収入の減少と経費回収率の低下への対応 

将来予測では、処理区域内人口及び水洗化人口の減少に伴い、使用料収入及び有収水量が減少し

ていくことが見込まれます。一方で、物価上昇や委託料、動力費等の増加により、汚水処理に係る経常

費用は今後も上昇傾向で推移することが想定されます。その結果、使用料収入のみでは汚水処理費を

十分に賄えず、経費回収率の低下や一般会計繰入金への依存が拡大する恐れがあります。 

 そのため、収益の確保と費用の抑制を両立させ、経費回収率を維持・改善していく取組が重要な課

題となります。  

 

②将来の更新需要に備えた財源の確保 

農業集落排水施設のうち、一部の処理場や設備は供用開始から一定年数が経過しており、令和２

（２０２０）年度に策定の最適整備構想に基づき、各施設の設備等についても適宜更新を進めてきまし

た。 

現時点では、本計画期間内に更新需要が急激に増加する状況にはありませんが、将来的な老朽化

の進行を見据え、引き続き計画的な更新と投資の平準化に取り組む必要があります。 

また、管渠については、法定耐用年数を迎える管渠は本計画期間内にはなく、現状では健全性は概

ね確保されていますが、将来の老朽化や耐震化への対応を見据えた備えが求められます。施設の長寿

命化や効率的な施設運営、事業計画の合理化を図るとともに、事業費に対する安定的な財源の確保が

必要です。  

 

③継続性及び効率性を重視した投資計画の策定と進捗状況の検証 

上記の２点を踏まえ、今後も農業集落排水事業を運営していくため、継続性及び効率性を重視した

計画の策定を行うとともに、その進捗状況については、適宜検証を行い、必要に応じて見直しや計画の

修正を行っていく必要があります。 

  

本課題を踏まえ、次章では本町農業集落排水事業の方針と取り組み、それに基づいた投資・財政計

画を策定します。 
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第４章 経営の基本方針と効率化・経営健全化への取組 

１ 経営の基本理念と基本方針 

ここまで記述した通り、農業集落排水事業の抱える課題は多くあり、さらに人口減少・物価高騰

などの問題にも直面しています。 

本町では、これらの問題・課題に対し、持続可能な事業運営を行い、適切な排水処理を行ってい

くため、本町最上位計画でもある「第6次蘭越町総合計画 後期基本計画」（令和７（２０２５）年3

月改定）を元に、基本理念と基本方針を定めました。 

 

【経営の基本理念】 

 

『持続可能な水循環のための、農業集落排水施設の維持・管理』 

 

 

 

■基本方針と達成のための経営目標 

基本方針１ 「強靭な農業集落排水施設の確保」 

基本方針２ 「危機管理体制の強化」 

基本方針３ 「経営の健全化と経営基盤の強化」 
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２ 経営の目標と効率化・経営健全化への取組 

前述の理念および方針を確実に達成するべく、さらに２つの経営目標と7つの取り組みを定めま

した。 

 

■２つの経営目標 

経営目標❶経費回収率３０％の確保 

一般会計繰入に過度に依存することなく、財政負担の抑制と住民負担の均衡を図りながら、将

来にわたり安定した事業運営を行うため、経費回収率３０％を目標水準として設定します。 

目標の設定理由については次のとおりです。本町では令和６（２０２４）年度時点で、経費回収率

が約３０％となっていますが、年々上がる経費と減少傾向にある使用料収入を踏まえると、今後指

標は悪化することが想定されます。 

しかし、現行の料金体系や住民負担への影響を考慮しつつ、汚水処理費の一部を使用料収入

で賄うための最低限必要な水準として、現在と同じ水準である３０％は担保する必要があります。 

よって、本計画期間である令和１７（２０３５）年度までに、経費回収率３０％を確保します。 

 

経営目標❷基準外繰入金の削減 

事業運営の健全性を確保するため、不足に対する補填である基準外繰入金を削減することを

目標として設定します。 

目標の設定理由については次のとおりです。本町では令和６（２０２４）年度時点で、基準外繰入

金が７３，７１８千円ですが、今後収益の減少と費用の高騰により、さらに収支が悪化することが想

定されます。詳細は後述しますが、計画期間１０年間における基準外繰入金は合計981百万円に

上ることから、この基準外繰入金の削減を目指す必要があります。 

よって、本計画期間である令和１７（２０３５）年度までに、目標❶の達成に伴い基準外繰入金を

削減し、安定した財政基盤のもとで事業を継続できるよう取り組みます。 

 

 

■7つの取組 

基本方針１ 強靭な農業集落排水施設の確保 

取組①施設の長寿命化対策 

「蘭越町農業集落排水施設最適化構想」に基づき、施設の長寿命化について、計画的な改築・

更新を行います。また、予防保全型の対策を行うことにより施設の健全性を保ち、安定したサービ

スを提供します。 
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取組②効率的な施設の管理と更新 

処理場やマンホールポンプ場などの改築・更新の際には、ＩＯＴやＡＩを活用したシステムや省エ

ネルギー機器等の導入についても検討し、小規模施設に適した維持管理の最適化と効率化を図り

ます。また、管渠についても、最新技術を用いた手法等も検討しながら更新を行い、管渠の健全性

を保ちます。 

取組③民間活力の活用 

これまで、運転管理業務や使用料徴収業務等を民間に業務委託し、サービスの向上と経費の節

減に努めてきました。今後も現在の民間委託を継続しつつ、包括的民間委託等についても調査・

研究を行い、サービスの向上に努めます。 

 
基本方針２ 危機管理体制の強化 

取組④危機管理体制の強化 

災害時等においても事業を継続して実施するため、被災時の体制強化を図るとともに、避難時

の手順や方針を定期的に見直しします。 

 
基本方針３ 経営の健全化と経営基盤の強化 

取組⑤職員の確保と人材育成 

人口減少などの社会情勢の変化に伴う新たな課題への対応や、今後の更新需要の高まりによる

施設の点検・修繕・更新などの業務量増加に対応した組織づくりが必要になります。また、農業集

落排水施設の適正な維持管理や更新には、業務知識や十分な現場経験も必要です。業務を遂行

できる人員の確保を図りつつ、将来を担う人材を育成するため、各種研修への積極的な参加を推

進します。 

取組⑥効率的な投資と平準化 

今後、投資については、農業集落排水施設の長寿命化対策が中心となります。そのため、「蘭越

町農業集落排水施設最適化構想」に基づき計画的に改築・更新を行い、投資時期の集中による一

時的な財政負担を避け、各種投資事業の優先順位を考慮し効率的に行います。 

取組⑦使用料の検証 

将来にわたって農業集落排水事業を継続するために、一般会計からの繰入金に過度に依存し

ない、安定的な使用料収入の確保が必要です。投資の平準化や事業の見直し、民間活力等による

効率化・経費削減に努めつつ、使用料の検証を行います。 
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第５章 投資・財政計画 

１ 投資・財政計画の計算根拠 

（１） 収支計画のうち投資について 

収支計画には、主に次の取り組みに要する収入・支出を計上しています。 

○最適整備構想による施設管理・改築更新等 

 

①  投資の予測 

農業集落排水事業では、安定的に汚水処理を行うために農業集落排水施設や管渠の健全性を維持

することが極めて重要です。また、人口減少等により、有収水量は将来的に減少することが予測され、

今後の新規の投資（整備事業）については、施設の老朽化や効率性を考慮する必要があり、計画的に

改修、整備を行います。 

 

❶施設・設備長寿命化対策（維持管理適正化計画） 

継続して処理場の設備更新が見込まれるので、施設調査等を基に計画的な修繕等を実施し、長期

的かつ安全な使用を確保する対策を講じます。また、詳細調査に基づき、実施計画を作成し、緊急度の

高い箇所が発生した場合には、改築更新や必要な長寿命化対策を行います。 

なお、一般環境下における最重要施設やその他の腐食リスクが高い施設についても定期的な点検

及び調査を実施し、その健全性を確認するものとします。 

 

 

（２） 財源について  

①投資財源の予測 

前述の通り、基本的には修繕で対応するため、財源は見込んでいません。 

しかし、調査や情勢・状況の変化に伴って投資が発生した場合の事業費は、国・県からの補助金等を

積極的に活用する他、一般会計からの繰入金、企業債で実施する予定です。 

 

②投資発生時に見込まれる投資財源 

【収益的収入】 

●使用料収入 

 推計した有収水量から現行の使用料体系にて当てはめて算出した金額を充当します。 
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●補助金－他会計補助金 

総務省から発出される『地方公営企業繰出金について（通知）』の繰出基準に基づき算定した金額等

を充当します。 

 

【資本的収入】 

●企業債 

今後工事等の発生の際には、町の財政課局とも協議の上、繰入金の活用等の検討を行うとともに、

賄えない分については、企業債の発行も検討し充当します。 

●国・県補助金 

補助対象事業の建設改良費に対して、該当の補助率により金額を充当します。 

 

 

（３） 投資以外の経費について 

【収益的支出】 

●経費 

職員給与費や修繕費、委託料等、各年度の取り組みに必要となる費用について物価変動を考慮しな

がら個別に積み上げて計上しています。 

なお物価上昇率は、日本経済研究センターの公表する「ESPフォーキャスト調査」（R7年9月）に記載

されている2026年度の予想値である1.77%を使用し、以後同率を見込んでいます。 

●減価償却費（※長期前受金戻入額も同様） 

令和６（２０２４）年度までに取得した資産（施設）分を踏まえて算出しています。 

●支払利息 

令和６（２０２４）年度までに借入した下水道事業債の利子償還金を見込んでいます。 

 

【資本的支出】 

●企業債償還金 

令和６（２０２４）年度までに借入した下水道事業債等の元金償還金を見込んでいます。  
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２ 投資・財政計画（シミュレーション）  

（１） 収益的収支 

投資・財政計画の収益的収支（下水道施設等を維持管理するためにかかる収支）を推計するに当た

り、経費のうち委託料等は今後の物価上昇を見込んでいます。 

投資・財政計画は３０年間のシミュレーションを行い、このうち本戦略の計画期間である令和１７（２０

３５）年度までの１０年間分を掲載します。 

各シミュレーションにおいては、収益的収支のほかに経営目標の進捗が把握しやすいように、指標と

なる経常収支比率や経費回収率等もあわせて掲載しています。 

 

（２） 資本的収支 

投資・財政計画の資本的収支（施設等を改築及び更新するために要する収支）を推計するに当たり、

予測に基づき算出しています。 

収益的収支同様に、投資・財政計画は３０年間のシミュレーションを行い、このうち本戦略の計画期

間である令和１７（２０３５）年度までの１０年間分を掲載します。 

 

（３） 現状予測に基づくシミュレーション 

今後の厳しい経営環境の中で、目標達成に向けて取組を明確化するとともに、今後経営に対する管

理をより一層厳格化する必要があります。 

そこでまず、今後の経営を見通すうえで、現状の予測に基づいたシミュレーションを行います。 
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（４） 投資・財政計画の検討 

現状の予測に基づいたシミュレーションを行った結果、目標値に対しての所見は次のとおりです。 

目標値❶経費回収率３０％の確保・・・未達成 

目標値❷基準外繰入金の削減・・・未達成（現行シミュレーションを基準とします） 

 

現行のシミュレーションによると、目標値❶❷について、ともに未達成となります。 

収入については今後人口が減っていくことから収益の改善を図ることが難しいことが予想され、また、

費用については物価高騰の影響により縮減できることに限りがあります。 

このため、物価上昇による費用の上昇分を加味した収益面からの対策の検討が必要です。 

 

本戦略においては経費回収率の確実な達成に着眼して次のシミュレーションにて検証を行います。 

 

シミュレーション条件 

 【パターン①：使用料改定以降、全年度で黒字】 、 【パターン②：最終年度に目標達成】 

＜パターン①＞ 

  料金改定を令和１３（２０３１）年度に仮想改定率１３５％（現行使用料（２０㎥）＋９８１円） 

   ※現行使用料（２０㎥）２，８０４円→３，７８５円※税抜き 

＜パターン②＞ 

  料金改定を令和１２（２０３０）年度に仮想改定率１２０％（現行使用料（２０㎥）＋５６０円） 

  さらに令和１７（２０３５）年度に改定率１１１％（Ｒ１１使用料（２０㎥）＋３７０円） 

        ※現行使用料（２０㎥）２，８０４円→３，３６４円→３，７３４円※税込み 
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■経常収支比率の推移（各パターン別） 

 

■経費回収率の推移（各パターン別） 
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【シミュレーションの検証】 

パターン①においては、現行使用料の約１３５％の使用料改定を想定しました。使用料改定後は

全年度において黒字化を達成かつ、目標①、②も達成できていますが、一度の改定で１．３５倍の

改定となり、上昇幅が大きいことから、住民負担が大きくなることが見込まれます。 

パターン②については、２回に分けて現行使用料の約１３３％の使用料改定を想定し算出しまし

た。令和１６（２０３４）年度までは赤字で推移しますが、令和１７（２０３５）年度で黒字となり、目標の

①②についても達成可能となります。 

このことから、パターン②を現実的なシミュレーションと仮定し、推進していくこととします。 

 

目標値❶経費回収率３０％の確保・・・達成 

目標値❷基準外繰入金の削減・・・達成 

 

■基準外繰入金（総額）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

） 

 

 

 

 

 

上記の検証結果に基づき、本戦略期間における目標数値の達成が可能であると判断されました。 

今後、町民等への負担を考慮し、当町ではシミュレーションの結果を踏まえて投資・財政計画を

策定し、農業集落排水事業の推進を図ります。 
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（５） 投資・財政計画（収支計画）における今後の取組概要  

投資・財政計画に未反映の取組や今後検討予定の取組などは次のとおりです。 

 

１ 今後の投資についての考え方・検討状況等 

広域化・共同化・最適

化に関する事項 

昆布地区の蘭越町昆布町とニセコ町（西富地区）の二つの行政区

域を処理区域として共同運営しており、継続予定です。また、引き続き

処理区域外の合併浄化槽も推進しています。 

投資の平準化に関す

る事項 

投資については、「蘭越町農業集落排水施設最適整備構想」（令和

２（２０２０）年度策定）に基づき、計画的に改築・更新を行い、投資時

期の集中による一時的な財政負担を避け平準化を行います。 

民間活力の活用に関

する事項（ＰＰＰ/ＰＦＩ

など） 

現在の民間委託を継続しつつ、包括的民間委託等についても調

査・研究を行い、サービスの向上に努めます。 

その他の取組 処理区域内の人口は今後も減少傾向にあることから、ＩＣＴの活用

や省エネルギー機器の導入など、小規模施設に適した維持管理の最

適化と効率化に向けた対策や、人口減少等を踏まえた施設整備のあ

り方についても検討していきます。 

 

２ 今後の財源についての考え方・検討状況等 

使用料の見直しに関

する事項 

今後の経営状況に応じ、令和１２（２０３０）年度には一度使用料の

改定を検討します。また、見直しについては５年の周期で行うこととし、

経営戦略及び毎年度の決算状況の検証を行い、計画と大きく乖離し

た場合は、随時、支出の見直し及び使用料改定についての検討を行

います。 

資産活用による収入

増加の取組について 

再生可能エネルギー等活用できる資産、資源を継続して検討してい

きます。 

その他の取組 水洗化率向上に向けた取組みと併せて、使用料の収納率向上につ

いても取り組み、財源の確保に努めます。 

また、一般会計からの繰入額について財政部局と調整のうえ、収支

のバランスのとれた適正な水準を維持・検討します。 
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３ 投資以外の経費についての考え方・検討状況等 

民間活力の活用に関

する事項（包括的民間

委託、指定管理者制

度、ＰＰＰ／ＰＦＩなど） 

現在の民間委託を継続しつつ、包括的民間委託等についても調

査・研究を行い、サービスの向上に努めます。 

職員給与に関する事

項 

効率的な業務執行体制を構築し、適正な職員数の確保に努めま

す。 

動力費に関する事項 施設等の改築・更新等にあわせて省エネルギー機器の導入等を検

討し、動力費の低減に努めます。 

薬品費に関する事項 包括的民間委託等の中で検討を行っていきます。 

修繕費に関する事項 定期的な点検等による予防保全に努めることで故障等を未然に防

ぎ、突発的な経費増大が発生しないように取り組みます。 

委託費に関する事項 業務内容の見直し、契約事務の効率化や発注方法の検討など、委

託費用の抑制について検討を行います。 

 



 

42 

 

第６章 経営戦略の進捗管理 

１ 経営推進体制 

本戦略は、建設課が中心となって実施します。投資等や整備、更新等の進捗状況も管理し、議会や

町民等からの意見を反映して適切に公表等を行うとともに、経営戦略を推進します。 

■経営推進体制イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ＰＤＣＡサイクルの実行 

経営戦略は、ＰＤＣＡサイクルにおける「計画（PLAN）」に位置付けられ、本町ではこの計画に基づき、

実行（ＤＯ）、評価（ＣＨＥＣＫ）、改善（ＡＣＴＩＯＮ）を継続的に行うことで、経営の健全化及び効率化を図

ります。一方、近年では道路陥没や自然災害への対応など、迅速な経営判断が求められる場面が増加

していることから、状況の変化を的確に捉え、速やかに行動へ移します。 

また、本町では、毎年度、経営比較分析表の作成や類似団体との比較分析を行うとともに、議会等

へ定期的に経営状況を報告し、意見を求めることで、ＰＤＣＡサイクルによる中長期的な管理と迅速な

判断を両立させていきます。 

■ＰＤＣＡサイクルイメージ 
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３ 次回以降の見直し  

本戦略の次回以降の見直しに関しては、使用料の妥当性の検証及び検討、ならびに投資計画の進

捗状況など、経営環境の変化に応じて、令和８（２０２６）年度から原則として５年ごとに実施します。 

■経営戦略及び使用料の見直し・検討スケジュール 
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 【本経営戦略における用語解説集】 

《あ行》 

維持管理費 

下水道施設を毎日問題なく使い続けるために必要なお金です。ポ プや  場の点検、故障時の修 、

清掃、運転管 の委託費、その業務に関わる職員の 件費などが含まれます。 

 

一般会計からの繰入金 

下水道事業だけでは賄いきれない費用について、市 村の一般会計（税金）から補助的に れるお金

です。下水道会計側から見ると「  」にあたります。 

 

汚水処理費 

家庭や事業所から出る汚水を  するためにかかるすべての費用です。日々の運転・維持管 費に加

え、施設整備のための借金の利息や減価償却費も含まれます。 

 

汚水処理原価 

汚水１㎥を  するのに、  でいくらかかっているかを示す数 です。  費用全体を  水 で

割って算出し、料金が適正か、経営が効 的かを判断する目安になります。 

 

 

《か行》 

改築 

老朽 などで性能が落ちた施設を、建て替えや大規模な取り替えによって新しくすることです。改築

を うと、施設の法定耐用 数は新たに確保されます。 

 

管渠 

汚水や雨水を流すための地下に埋設された管そのものを指します。 

 

管渠老朽化率 

設置から長い 月が経ち、法定耐用 数を超えた管の割合です。数 が高いほど、更新の必要性が高

いことを示します。 

 

管渠改善率 

最近数  で、更新や更生などの対策を った管の割合です。どの程 、計画的に更新が進んでいる

かを見る指標です。 
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企業会計 

現金の出 りだけでなく、発生した 益や費用をきちんと把握する会計方法です。日々の経営（ 益

的 支）と、将来に残る投資（資本的 支）を分けて管 します。 

 

企業債 

下水道施設を整備・更新するために自治体が借りる長期の借金です。 

 

企業債元金償還金 

企業債のうち、借りた 本を返済するためのお金です。設備投資に関わる支出として扱われます。 

 

基準内繰入れ・基準外繰入れ 

税金で負担するのが妥当と国が認めている分が基準 繰 れです。それ以外に、使用料だけでは不足

する部分を補うものが基準外繰 れです。 

 

共同化 

複数の自治体が、施設や事務を一緒に使ったり管 したりすることです。 手不足やコスト削減への

対応策として われます。 

 

供用開始 

下水道が整備され、住民が実際に使える状態になることを指します。 

 

繰入金 

一般会計など他会計から公営企業会計へ繰り れる資金をいいます。財源構造の把握に用いられま

す。 

 

繰出基準 

一般会計がどこまで負担すべきかを決めるル ルで、雨水  分など公費で負担すべき経費の算定

に用いられます。 

 

経営比較分析表 

全国の公営企業を同じ指標で比較できるようにした国の分析資料です。経営状況の客観的な把握に

使われます。 

 

経常収支 

通常の事業活動で得た  と、それにかかった費用のことです。 

 

経常収支比率 

経常  で経常費用をどれだけ賄えているかを示す割合です。１００％を超えていれば、日常的な経営
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は黒字と判断されます。 

 

経費回収率 

汚水  にかかる費用を、使用料  でどれだけ回 できているかを示します。 

 

下水道処理区域 

整備された下水道によって、  場で汚水を  できる 域です。 

 

減価償却費 

施設や設備の購 費用を、使う 数に分けて計上する費用です。実際に現金は出ませんが、経営上は

重要なコストです。 

 

広域化 

複数の自治体が下水道事業を一体的に運営することや、流域下水道に接続することです。 

 

公共下水道事業 

主に市街地の汚水を  するため、市 村が運営する下水道事業です。 

 

更新 

古くなった施設を、同じ機能を持つ新しいものに取り替えることです。 

 

 

《さ行》 

最適化 

地域条件に応じて、施設や事業の形を見直し、施設のダウ サイジ グや統廃合といった施設規模の

適正 を図ることです。 

 

施設利用率 

  場の能力のうち、実際に使われている割合を示します。 

 

実質的な使用料 

すべての使用者の  的な負担水準を、水 ベ スで表した料金指標です。 

 

資本的収支 

施設整備など、将来に残る投資に関する  と支出です。 

 

収益的収支 

日々の運転や管 に関わる、通常の  と支出です。 
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修繕 

壊れた部分を直して、 の状態に戻すことです。寿命そのものは延びません。 

 

従量料金 

使った水の に応じて、料金が増減する仕組みです。 

 

処理場 

下水をきれいにして、川や海に戻す最終施設です。 

 

処理区域内人口 

下水道を使える状態にある  を指します。 

 

受益者負担金 

下水道整備の恩恵を受ける が、公 性の観点から負担するお金です。 

 

使用料単価 

１㎥あたり、  でいくらの使用料  があるかを示します。 

 

水洗化人口／水洗化率 

下水道が使える 域の中で、実際に接続して使っている の割合です。 

 

ストックマネジメント 

施設の状態を把握し、長期的な視点で点検・修繕・更新を計画的に う考え方です。 

 

総括原価主義 

 括原価方式は、必要な費用を積み上げて全体で回 できる料金水準を決める方法で、 括原価主

義はその基本的な考え方です。 

 

損益勘定留保資金 

減価償却費や資産減耗費等現金の支出を伴わない費用によって、 部に残るお金です。 

 

 

《た行》 

耐震化率 

地震が起きたときにも機能を保てるよう、耐震性能を備えた施設が全体のうちどれくらいあるかを示

す割合です。災害時の事業継続性を評価する指標として使われます。 
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耐用年数 

法律や基準で示された、資産を通常使用できると想定される期 です。実際の使用可能 数とは必ず

しも一致しません。また、標準耐用 数とは目的の異なる、税法などで定められた会計  上の資産使

用 数として法定耐用 数も存在します。 

 

ダウンサイジング 

  減少や使用 の減少に合わせて、施設の規模を必要な大きさまで縮小・適正 する取組です。「造

らない・小さくする」ことも、重要な経営判断と位置づけられます。 

 

長期前受金戻入 

施設整備の際に受け取った補助金などを、減価償却に合わせて少しずつ 益として計上する仕組みで

す。実際の現金  はありませんが、会計上は 益になります。 

 

長寿命化 

施設の点検や計画的な修繕により、本来より長く安全に使える状態を保つ取組です。更新を先送りす

るためではなく、更新時期を最適 する考え方です。 

 

独立採算制 

原則として、使用料  で事業運営を うべきという公営企業の基本的な考え方です。ただし、すべ

てを使用料で賄うという意味ではありません。 

 

《は行》 

普及率 

下水道を利用できる状態にある  が、全  に占める割合です。整備状況そのものを示す指標です。 

 

不明水 

料金徴 の対象にならない下水で、雨水や地下水が管に り込んだものなどを指します。老朽 が主

な原因とされます。 

 

平準化 

将来に集中しがちな更新費用や財 負担を、  ごとに 等に分散させる考え方です。急激な料金改

定を避ける目的もあります。 

 

包括的民間委託 

点検・清掃・運転管 など複数の業務をまとめて、複数 契約で民 に委託する方式です。業務効  

や 材不足対策として活用されます。 
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法適用

下水道事業に地方公営企業法を適用し、公営企業会計で  している状態を指します。

ポンプ場

地形の関係で自然に流せない下水を、高い位置へ汲み上げるための施設です。  場へ下水を送る

中継地点の役割を持ちます。

《ま行》

民間活用

施設管 や業務の一部を、民 事業者の技術やノウハウを活かして う取組です。コスト削減や業務

高  が目的です。

《や行》

有収率

 排水 に対する  水 の割合です。数 が低い場合、不明水や漏水が多い可能性があります。

《ら行》

類似団体

 務省が、  規模や条件が似ている自治体を比較しやすく分類したグル プです。

老朽化

長期 の使用により、施設や管路の性能や耐久性が低下した状態を指します。

《その他》

ＰＤＣＡサイクル

計画（Ｐｌａｎ）、実 （Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）を繰り返すことで、業務や施策を継続的に

見直し、中長期的な目標達 や経営の安定 を図る管 手法のことです。
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ＰＦＩ 

ＰＦＩ（プライベ ト・ファイナ ス・イニシアティブ）とは、施設の整備から運営までを、民 主導で うＰ

ＰＰの一形態です。民 の資金とノウハウを活用します。 

 

ＰＰＰ 

ＰＰＰ（ ブリック・プライベ ト・  トナ シップ）とは、公共と民 が役割分担し、公共サ ビスを提

供する枠組みの 称です。 
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